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「指定障がい福祉サービス」重要事項説明書 

令和８年６月１日現在 

 当事業所は、利用者に対して、居宅介護・重度訪問介護・同行援護（以下「サービス」

といいます。）を提供します。事業所の概要や提供するサービスの内容、契約上ご注意

していただきたいことを次のとおり説明します。 

１ 事業者 

（１）名   称  社会福祉法人草加市社会福祉協議会 

（２）所 在 地  草加市松江一丁目１番３２号 

（３）電 話 番 号  ０４８－９３２－６７７７ 

（４）代 表 者  会 長  乕 溪 文 有 

（５）設立年月日  昭和４３年１２月２３日 

２ 事業所の概要 

（１）事業所の種類 居宅介護・重度訪問介護（平成１８年１０月１日指定） 

同行援護（平成２３年２月３日指定） 

（２）事業所番号  １１１１８００１４８ 

（３）目   的 

  利用者が居宅においてその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活、  

または社会生活を営むことができるように支援することを目的として、サービスを提

供します。 

（４）名   称  社会福祉法人草加市社会福祉協議会 

（５）所 在 地  草加市松江一丁目１番３２号 

（６）電 話 番 号  ０４８－９３２－６７７７ 

（７）管 理 者 名  新井 諭 

（８）開設年月日  平成１８年１０月１日 

（９）運営方針 

   関係法令を遵守し、市町村、保健・医療・福祉サービス等との綿密な連携を図 

  り、利用者が必要なときに必要な障がい福祉サービスの提供ができるよう努めます。 

（１０）通常の業務の実施地域  草加市内 

（１１）営業日、営業時間等 

  ① 営業日 

   ア サービス提供日   毎日 

   イ 窓口業務  月曜日から土曜日までとします。（ただし、国民の祝日、12月

29日から 12月 31日、１月２日及び同月３日を除きます。） 

  ② 営業時間 

   ア サービスの提供時間  午前６時から午後９時までです。 

   イ 窓口業務  午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

  ③ 連絡体制 

   電話により、午前５時から午後９時までは連絡できる体制をとっています。 

 

３ 職員の体制 

 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

（１）管理者  １人 （常勤職員） 
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管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。 

（２）サービス提供責任者  ２人（介護福祉士）以上 

サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護の利用申込みに係る調整、居宅介

護等計画の作成及び従事者に対する技術指導等サービスの内容の管理等を行うものと

する。 

（３）居宅介護等従事者  常勤換算方法による２.５人以上（介護福祉士・訪問介護員

養成研修２級課程修了者及びこれに相当する研修課程修了者、視覚障害者外出介護従事

者養成研修修了者） 

居宅介護等従事者は、居宅介護等の提供に当たる。 

 

４ サービス内容 

 利用者に提供する具体的なサービス内容、実施日及び実施回数は、居宅介護等計画に

よって定められます。 

（１）身体介護   

① 入浴介助    ----------- 入浴のための一連の介助 

② 排泄介助    ----------- おむつ交換やトイレ等での排泄の介助 

③ 食事介助    ----------- 調理から服薬まで、食事のための一連の介助 

④ 更衣介助    ----------- 着替えの準備から着替えまでの脱着介助 

⑤ 清拭介助    ----------- 体を拭く等の介助 

⑥ 体位交換    ----------- 体位変換や良肢位の確保、姿勢保持 

⑦ 通院等外出介助 ----------- 通院等の外出介助をします｡ 

  ⑧ その他必要な身体の介護 

（２）家事援助 

① 調理 ------------------- 一般的な調理、食事の支度 

② 洗濯 ------------------- 衣類等の洗濯やアイロンがけ 

③ 衣類の整理、被服の補修--- 季節の衣類の入れ替えや破れの補修、釦付け等 

④ 掃除 ------------------- 居室内やトイレ等の掃除やゴミ出し 

⑤ 買物 ------------------- 日常生活の買物、薬取 

  ⑥ その他関係機関への連絡など 

⑦ その他必要な家事援助 

※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律は、サービスの実施

にあたって「身体介護」「家事援助」ともに、「できないことは、支援する」「できるこ

とは、行っていただく」「できないこともできるように支援していく」方針でサービ

スが提供されます。 

（３）重度訪問介護 

  日常生活全般に常時の支援を要する身体障がい者に対して、身体介護、家事援助、

見守り、移動中の介護等の支援を行います。 

（４）同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する当該障がい者の外出時に同行し、移

動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の支援を行います。 
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５ 利用料金等 

（１）利用料金 

  サービスを利用したときの利用料金は、別添１のとおりです。 

（２）交通費 

  草加市内にお住まいの方は、無料です。 

草加市外の方は、訪問介護員がお伺いするための交通費の実費が必要となります｡

都内への通院等については、交通費実費を申し受けます。 

なお、当事業所の自動車を使用した場合の交通費は、次の額とします。 

①事業の実施地域を越えて、片道  ３キロメートル未満    ５００円 

②事業の実施地域を越えて、片道  ３キロメートル以上  １,０００円 

（３）解約料 

  利用者は、１週間の予告期間をおいて文書で通知することにより契約を解約する

ことができ、料金は一切かかりません｡ 

（４）利用料金等の支払方法 

利用料金等は、1か月ごとに計算し、請求します。次のいずれかによる方法を選ん

でください。 

支払い方法 支払いの要件等 

口 座 振 替 

 サービスを利用した月の翌月２６日に、利用者が指定する口座

から引き落とします。 

（当事業所指定の口座振替代行会社をご利用ください。） 

現 金 払 い 請求書が到着してから、１か月以内にお支払いください。 

 ※口座振替の場合、初回利用月の利用料は、現金でのお支払いか次月の利用料との

合算となります。 

（５）光熱水費等 

訪問介護員がサービスを実施するために使用する水道、ガス、電気、電話等の実

費は、利用者が負担します。 

 

６ サービスの利用に関する留意事項 

（１）訪問介護員について 

  ① サービス提供にあたっては、担当のサービス提供責任者を決定します。ただし、

実際のサービスの提供に当たっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提

供します。訪問介護員に変更が生じる場合は、あらかじめ利用者又はその家族に

連絡するとともに、サービス利用上の不利益が生じないよう、十分配慮します。 

  ② 利用者から特定の訪問介護員を指名する事はできません。 

  ③ 訪問介護員又はサービス内容について、気づいた点や要望があれば、相談窓口

にご相談ください。 

（２）サービス提供について 

  ① サービスは、「居宅介護計画書」に基づいて実施されます。実際のサービス提

供にあたっては、体調等に十分に配慮しながらサービスを提供します。 

（３）サービス内容の変更 

  訪問時、利用者の体調等の理由によりサービス等利用計画で予定されていたサービ

スが実施できない場合は、利用者の同意を得てサービスの内容を変更します。 
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  その場合、事業者は、変更したサービス内容と時間に応じたサービス利用料金を請

求します。 

（４）受給者証の確認 

  受給者証の記載事項に変更があったとき、又は受給者証を更新したときは、速やか

に事業所又は訪問介護員に知らせてください。また、サービス提供責任者や訪問介護

員が受給者証の確認を求めたときは、提示してください。 

（５）訪問介護員の禁止行為 

  サービスの提供に当たり、次に該当する行為は禁止されています。 

  ① 医療行為 

  ② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり 

  ③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食物の提供 

  ④ 利用者の家族に対するサービスの提供 

  ⑤ 飲酒、喫煙及び飲食（同行援護及び移動支援において利用者の同意を得て利用

者と一緒に飲食する場合は除く。その場合にあっても利用者及び家族からの提供

は禁止です。） 

  ⑥ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命、又

は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除く。） 

⑦ 利用者又はその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及びその他 

の迷惑行為 

  ⑧ 同行援護の場合、自宅内に入室しての支援 

  ⑨ 日常生活の範囲を超えたサービス（大掃除、庭の掃除等） 

（６）利用者及び家族等の禁止行為 

利用者及びその家族による、訪問介護員に対する次の行為は禁止されています。 

①セクシャルハラスメント、飲酒の強要、暴力行為、その他迷惑行為 

②身体及び財物の損傷、または損壊すること 

  ※利用者が酒酔い状態の場合は、サービスの提供を行いません 

（７）その他 

他者の入室や室内待機により、サービスの妨げになる場合は、お断りする場合があ

ります。 

７ サービス実施の記録について 

（１）サービス実施記録の確認 

当事業所では、サービス提供ごとに実施日時及び実施したサービス内容などを記録

し、利用者にその内容を確認していただきます。内容に間違いや意見があれば、いつ

でも申し出てください。なお、居宅介護計画書及びサービス実施記録等は、５年間保

存します。 

 

８ 事故発生時の対応 

  サービスの提供により、事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者の家族

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 
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  また、サービス提供により、事業者の責めに帰した賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行います。 

９ 損害賠償保険への加入 

本事業者は、社会福祉法人全国社会福祉協議会を通じて、次の損害賠償保険に加入

しています。 

保 険 会 社 ：  損害保険ジャパン株式会社 

保 険 名   ：  福祉サービス総合補償 

１０ 虐待の防止について 

当事業所は利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者：新井 諭(介護課長) 

電話：０４８－９３２－６７７７    ＦＡＸ：０４８－９３２－６７７９ 

受付時間：毎週月～土曜日（祝日及び１２月２９日～１月３日を除く） 

      午前８時３０分～午後５時１５分 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

（５）虐待防止委員会を設置し、虐待の未然防止や、虐待事案発生時の検証、再発防止

策の検討等を行います。 

１１ 感染症の予防及びまん延防止 

  感染症の発生およびまん延を防止するために、対策を検討する委員会の開催、指

針の整備、訓練（シミュレーション）を実施します。 

  感染症発生時には感染症予防及びまん延防止の為、発生状況によって、当該市町

村や関連する公的機関、居宅サービス事業者医療機関等に、医療機関等に報告を行

い、利用者に必要な援助を行います。 

１２ 業務継続計画 

  感染症や非常災害の発生でも、利用者へのサービスを継続的に実施するためと。

非常  時の体制で、早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該計

画に従い必要な措置を講じます。  

１３ 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

①事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密

を正当な理由もなく、第三者に漏らしません。 

②この秘密保持義務はサービス契約が終了後も継続します。 

③事業所は従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従

業者が退職した後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者と雇用契約の内

容とします。 

（２）個人情報の保護について 

①事業者は利用者、家族からあらかじめ文章で同意を得ない限りサービス担当者会議
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等において利用者、家族の個人情報を用いません。 

②事業所は利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録し（電磁記録も含む）

については注意を持って管理し、処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとしま

す。 

③事業者が管理する情報については利用者の求めに応じてその内容を開示する事と

し、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を

行い、利用目的の達成に必要な範囲で訂正等を行うものとします。（開示に際して必

要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります） 

１４ 緊急時対応について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やか

に主治医の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者があらかじめ、

指定する連絡先にも連絡します。 

① 緊急連絡先 

連絡先 住所 ： 

氏 名：           続柄： 

電話番号：          

携帯電話： 

 

② かかりつけ医療機関 

医療機関名  診療科  

所在地 

主治医  電話番号  

 

１５ 苦情等の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付、サービス利用等のご相談及びサービスに対する苦

情や意見、利用料の支払いや手続きなど、サービスに関する相談、利用者の記録等

の情報開示の請求は、次の専用窓口で受け付けます。 

【相 談、苦 情 等 受 付 窓 口】 

相談、苦情相談の担当者：新井 諭（管理者） 

電話：０４８－９３２－６７７７    ＦＡＸ：０４８－９３２－６７７９ 

受付時間：毎週月～土曜日（祝日及び１２月２９日～１月３日を除く） 

      午前８時３０分～午後５時１５分 

 

 

（２）「第三者委員」について 

当事業所では、地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から
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当事業所のサービスに対するご意見などをいただいています。当事業所の苦情やご

意見を「第三者委員」に相談することもできます。 

草加市社会福祉協議会 

第三者委員 

委員氏名・電話番号  

０４８－９３２－６７７０ （代表） 

小松崎 文貴  

大矢 浩子   

角田 良子   

（３）行政機関等その他の相談、苦情等受付窓口 

草加市役所福祉部 

障がい福祉課 

障がい支援係 

所 在 地  草加市高砂一丁目１番１号 

電話番号  ０４８－９２２－０１５１（代表） 

Ｆ Ａ Ｘ  ０４８－９２２－１１５３ 

受付時間  午前８時３０分～午後５時 

毎週月～金曜日（祝日及び１２月２９日～１月３日を除く。） 

埼玉県社会福祉協議会 

埼玉県運営適正化委員会 

所 在 地  さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目２番６５号 

彩の国すこやかプラザ内 

電話番号  ０４８－８２２－１２４３ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０４８－８２２－１４０６ 

受付時間  午前９時～午後４時 

毎週月～金曜日（祝日及び１２月２９日～１月３日を除く。） 
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  年  月  日 

 

 障がい福祉サービスの提供の開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づ

いて重要な事項を説明しました。 

 

事業者   

名   称   社会福祉法人草加市社会福祉協議会 

所 在 地   草加市松江一丁目１番３２号   

代 表 者   会 長   乕 溪  文 有    印 

 

説明者 

氏   名                     印 

 

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者から障がい福祉サービスについての重要な事

項の説明を受けました。 

 

     利 用 者  住 所                    

            氏 名                  印 

            電話番号                   

 

  代 理 人  住 所  

            氏 名                  印 

            利用者との関係                

            連絡先等電話番号               
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   個人情報使用同意書 

 

 私自身及び家族の個人情報につきましては、個別支援計画に沿って円滑にサー

ビスを提供するために実施される事業所内における担当者会議、私の利用するサ

ービスに係る他の事業所との連絡調整において必要な場合、緊急時における病院

等への情報提供等、必要最小限の範囲において個人情報を使用することに同意し

ます。 

 

 

  年  月  日 

利 用 者 住所                 

氏名            印    

 

代 理 人 住所                 

氏名            印    

                  続柄                 

 

家族等代表 住所                 

氏名            印    

                  続柄                 
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別添１－１ 

《利用料金》                令和８年６月１日現在 

居宅介護 

身体介護 ３０分未満 ２，７１３円 

３０分以上１時間未満 ４，２８２円 

１時間以上１時間３０分未満 ６，２２２円 

１時間３０分以上２時間未満 ７，０９１円 

２時間以上２時間３０分未満 ７，９９２円 

２時間３０分以上３時間未満 ８，８７２円 

３時間以上 ９，７６２円 

以降３０分を増すごとに ８７９円 

通院等介助 

(身体介護を伴う) 

３０分未満 ２，７１３円 

３０分以上１時間未満 ４，２８２円 

１時間以上１時間３０分未満 ６，２２２円 

１時間３０分以上２時間未満 ７，０９１円 

２時間以上２時間３０分未満 ７，９９２円 

２時間３０分以上３時間未満 ８，８７２円 

３時間以上 ９，７６２円 

以降３０分を増すごとに ８７９円 

家事援助 ３０分未満 １，１２３円 

３０分以上４５分未満 １，６２１円 

４５分以上１時間未満 ２，０８８円 

１時間以上１時間１５分未満 ２，５３３円 

１時間１５分以上１時間３０分未満 ２，９１５円 

１時間３０分以上 ３，２９６円 

以降１５分を増すごとに ３７１円 

通院等介助 

(身体介護を伴わない) 

３０分未満 １，１２３円 

３０分以上１時間未満 ２，０８８円 

１時間以上１時間３０分未満 ２，９１５円 

１時間３０分以上 ３，６５７円 

以降３０分を増すごとに ７３１円 

 

 

 

加算の種類（加算の取り扱いについては、障害者総合支援法の規定に基づきます） 

特定事業所加算

Ⅱ 
月 

居宅介護、同行援護サービスについては、10.0％、

が介護報酬全体の報酬に割増しされます。 

福祉・介護職員

等処遇改善加算

Ⅰロ 

月 

全ての利用者負担額に 45.6%が加算されます。 

利用者負担上限

額管理加算 

月 1回 
１，５９０円 

2か所以上のサービス事業者から同種のサービスが

提供され、給付の割り振りを当事業所が行なった場
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合 

緊急時訪問介護

加算 

１回当たり 

１，０６０円 
受給者証に居宅身体介護及び居宅家事援助と記載の

ある利用者やその家族からの要請を受け、居宅介護

サービス計画にないサービス提供を行った場合（サ

ービス提供にあたっては、事前に障がい福祉課に了

解を得る。了解を得られない時間帯の場合は、事後

の連絡を行う） 

福祉専門職員等 

連携加算 

（90日の間、3回

を限度） 

1 回につき 

５，９７８円 
サービス提供責任者と精神障害者等の特性に精通す

る国家資格を有する者が連携し、利用者の心身の状

況等の評価を共同して行った場合に加算されます。 

 

※ キャンセル料  １回につき ６４０円 

※ 割増料金 

各サービスともに、次の時間帯には割増料金が加算されます。 

１ 早朝（午前６時～午前８時）  基本料金の２５％増し 

２ 夜間（午後６時～午後１０時） 基本料金の２５％増し 

３ 深夜（午後１０時～午前６時） 基本料金の５０％増し 

※ 利用者上限額について 

生活保護所帯、低所得世帯 0円（利用者上限額が適用される場合は、減免後の支払

いとなります。受給者証をご確認ください。）また、支給量を超えたサービスの場合

は、全額自己負担となります。  

※ 償還払いについて 

   事業者が介護給付費の代理受領を行わない場合は、市町村が定める介護給付費基準

額の全額を一旦お支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」

を交付します。「サービス提供証明書」と「領収書」を添えて、お住まいの市町村に申

請すると、介護給付費が支給されます。 

※ 利用料等の支払い方法 

  利用料金は、１か月ごとに計算し請求します。支払い方法は、原則として口座振替

となります。 
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別添１－２ 

《利用料金》                令和８年６月１日現在 

同行援護 

基本 ３０分未満 ２，０２４円 

３０分以上１時間未満 ３，２０１円 

１時間以上１時間３０分未満 ４，６２１円 

１時間３０分以上２時間未満 ５，３１０円 

２時間以上２時間３０分未満 ５，９９９円 

２時間３０分以上３時間未満 ６，６９９円 

３時間以上 ７，３８８円 

以降３０分を増すごとに ６９９円 

 

加算の種類（加算の取り扱いについては、障害者総合支援法の規定に基づきます） 

特定事業所加算Ⅱ 月 
居宅介護、同行援護サービスについては、10.0％、

が介護報酬全体の報酬に割増しされます。 

福祉・介護職員等

処遇改善加算Ⅰロ 
月 

全ての利用者負担額に 45.6%が加算されます。 

初回加算 

 
初回のみ 

２，１２０円 

新規又は過去 2か月において当事業所からのサービ

スを受けていない利用者に対し、サービス提供責任

者が訪問介護員と共に、又は自らサービス提供を行

った場合に加算されます。 

利用者負担上限

額管理加算 

月 1 回 

１，５９０円 
2か所以上のサービス事業者から同種のサービスが

提供され、給付の割り振りを当事業所が行なった場

合 

※ キャンセル料  １回につき ６４０円 

※ 割増料金 

各サービスともに、次の時間帯には割増料金が加算されます。 

１ 早朝（午前６時～午前８時）  基本料金の２５％増し 

２ 夜間（午後６時～午後１０時） 基本料金の２５％増し 

３ 深夜（午後１０時～午前６時） 基本料金の５０％増し 

※ 利用者上限額について 

生活保護所帯、低所得世帯 0円（利用者上限額が適用される場合は、減免後の支払

いとなります。受給者証をご確認ください。）また、支給量を超えたサービスの場合

は、全額自己負担となります。  

※ 償還払いについて 

   事業者が介護給付費の代理受領を行わない場合は、市町村が定める介護給付費基準

額の全額を一旦お支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」

を交付します。「サービス提供証明書」と「領収書」を添えて、お住まいの市町村に申

請すると、介護給付費が支給されます。 

※ 利用料等の支払い方法 

  利用料金は、１か月ごとに計算し請求します。支払い方法は、原則として口座振替

となります。  
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別添１－３ 

《利用料金》                令和８年６月１日現在 

重度訪問介護 

イ ロ以外の障害者に提

供した場合 

１時間未満 １，９７１円 

１時間以上１時間３０分未満 ２，９３６円 

１時間３０分以上２時間未満 ３，９１１円 

２時間以上２時間３０分未満 ４，８８６円 

２時間３０分以上３時間未満 ５，８６１円 

３時間以上３時間３０分未満 ６，８２６円 

３時間３０分以上４時間未満 ７，８０１円 

４時間以上８時間未満 ８，７０２円 

以降３０分増すごとに ９０１円 

８時間以上１２時間未満 １５，９５３円 

以降３０分増すごとに ９０１円 

１２時間以上１６時間未満 ２３，１５０円 

以降３０分増すごとに ８５８円 

１６時間以上２０時間未満 ３０，０４０円 

以降３０分増すごとに ９１１円 

２０時間以上２４時間未満 ３７，３１２円 

以降３０分増すごとに ８４８円 

ロ 病院等に入院又は入

所中の障害者に提供し

た場合 

１時間未満 １，９７１円 

１時間以上１時間３０分未満 ２，９３６円 

１時間３０分以上２時間未満 ３，９１１円 

２時間以上２時間３０分未満 ４，８８６円 

２時間３０分以上３時間未満 ５，８６１円 

３時間以上３時間３０分未満 ６，８２６円 

３時間３０分以上４時間未満 ７，８０１円 

４時間以上８時間未満 ８，７０２円 

以降３０分増すごとに ９０１円 

８時間以上１２時間未満 １５，９５３円 

以降３０分増すごとに ９０１円 

１２時間以上１６時間未満 ２３，１５０円 

以降３０分増すごとに ８５８円 

１６時間以上２０時間未満 ３０，０４０円 

以降３０分増すごとに ９１１円 

２０時間以上２４時間未満 ３７，３１２円 

以降３０分増すごとに ８４８円 

移動介護加算 イ １時間未満 １，０６０円 

ロ １時間以上１時間３０未満 １，３２５円 

ハ １時間３０分以上２時間未満 １，５９０円 

ニ ２時間以上２時間３０分未満 １，８５５円 

ホ ２時間３０分以上３時間未満 ２，１２０円 
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ヘ ３時間以上 ２，６５０円 

 

加算の種類（加算の取り扱いについては、障害者総合支援法の規定に基づきます） 

福祉・介護職員

等処遇改善加算 

Ⅰロ 

月 

重度訪問介護サービスについては 38.2％が介護報酬

全体の報酬に割増しされます。 

初回加算 

 
初回のみ 

２，１２０円 

新規又は過去 2か月において当事業所からのサービ

スを受けていない利用者に対し、サービス提供責任

者が訪問介護員と共に、又は自らサービス提供を行

った場合に加算されます。 

利用者負担上限

額管理加算 

月 1回 

1,590円 

2か所以上のサービス事業者から同種のサービスが

提供され、給付の割り振りを当事業所が行なった場

合 

緊急時訪問介護

加算 

１回当たり 

1,060円 

受給者証に居宅身体介護及び居宅家事援助と記載の

ある利用者やその家族からの要請を受け、居宅介護

サービス計画にないサービス提供を行った場合（サ

ービス提供にあたっては、事前に障がい福祉課に了

解を得る。了解を得られない時間帯の場合は、事後

の連絡を行う） 

行動障害支援連

携加算 

（90日の間、3回

を限度） 

1回につき 

6,190円 

サービス提供責任者と支援計画シート等作成者が連

携し、利用者の心身の状況等の評価を共同して行っ

た場合に加算されます。 

 

※ キャンセル料  １回につき ６４０円 

※ 割増料金 

各サービスともに、次の時間帯には割増料金が加算されます。 

１ 早朝（午前６時～午前８時）  基本料金の２５％増し 

２ 夜間（午後６時～午後１０時） 基本料金の２５％増し 

３ 深夜（午後１０時～午前６時） 基本料金の５０％増し 

※ 利用者上限額について 

生活保護所帯、低所得世帯 0円（利用者上限額が適用される場合は、減免後の支払

いとなります。受給者証をご確認ください。）また、支給量を超えたサービスの場合

は、全額自己負担となります。  

※ 償還払いについて 

   事業者が介護給付費の代理受領を行わない場合は、市町村が定める介護給付費基準

額の全額を一旦お支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」

を交付します。「サービス提供証明書」と「領収書」を添えて、お住まいの市町村に申

請すると、介護給付費が支給されます。 

※ 利用料等の支払い方法 

  利用料金は、１か月ごとに計算し請求します。支払い方法は、原則として口座振替

となります。 

 


